
死亡後の主な手続き
※住所が瀬戸内市以外の方は、住民登録のある市町村へお問い合わせください。
※手続き窓口は、瀬戸内市役所総合窓口、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所です。
※手続きが当日に完了しない場合もあります。
※下記の手続きに共通して、来庁者の本人確認書類と印鑑が必要です。

2023.5.8

  家族介護用品利用券
  の利用者
  (要介護４・５)

利用券の返還 家族介護用品利用券
いきいき長寿課
高齢者支援係
24-8869

　高齢福祉タクシー
　利用券の利用者

利用券の返還 高齢福祉タクシー利用券

  社会保険・共済保険
  の加入者

加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
※亡くなられた方の保険の扶養から外れて瀬戸内市国保に加入する場合は、勤務先等が発行
　する資格喪失証明書を持って、国保加入の手続きにおいでください。届出人が代理人の場
　合、委任状も必要になります。

介護保険の加入者
被保険者証等の返還

　　　介護保険被保険者証
　　　介護保険負担限度額認定証
　　　負担割合証など

いきいき長寿課
資格給付係
24-8866

資格喪失・相続人代表届 通帳（相続人代表者のもの）

     通帳(申請者のもの)
     ※世帯員以外が高額療養費を申請す
        る場合、続柄等が分かる戸籍謄本
　　 または抄本（写し可）

国民健康保険の加入者・
国保加入者がいる世帯
の世帯主

被保険者証等の返還

     国民健康保険被保険者証
     限度額適用認定証など
     ※国保加入者がいる世帯の世帯主が
     　死亡した場合は、加入者全員の被
     　保険者証、限度額適用認定証など

国保年金
医療給付課
国保年金係
22-1790

葬祭費の請求 通帳（申請者のもの）

  後期高齢者医療保険
  の加入者

被保険者証等の返還
     後期高齢者医療被保険者証
     限度額適用認定証など

国保年金
医療給付課

医療費給付係
22-3958

葬祭費の請求
高額療養費の申請

保険・介護

対象
(亡くなった方が)

内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

住民登録

対象
(亡くなった方が)

内容 手続きに必要なもの

印鑑登録証の返還 印鑑登録証

担当課・係
(市外局番0869)

世帯主
　  世帯主が死亡された場合、
　  新しい世帯主を設定します。
　  (世帯員が1人になる場合は不要)

委任状(届出人が代理の場合)

市民課
22-1115

  印鑑登録の登録者

  住民基本台帳カード
  の所有者

カードの返還（任意） 住民基本台帳カード

 ・マイナンバーカード
 ・通知カード
    の所有者

カードの返還（任意）
 マイナンバーカード

 通知カード



福祉課
障害福祉係
24-8847

  心身障害者扶養共済
  の加入者

給付請求
請求者によって必要なものが異なり
ます。福祉課へご相談ください。

ほっとパーキング
おかやまの所有者

駐車場利用証の返還
「ほっとパーキングおかやま」

駐車場利用証

  福祉タクシー利用券
  の利用者

利用券の返還 福祉タクシー利用券

  家族介護用品利用券
  (障害者)の利用者

利用券の返還 家族介護用品利用券

  ・特別障害者手当
  ・障害児福祉手当
　  の受給者

未支払手当の請求
　　　   死亡診断書（写）
　　　   通帳(申請者のもの)

　 障害児福祉年金
　 の受給者

受給権消滅届 障害児福祉年金証書

 障害福祉サービス
 の受給者

受給者証の返還 福祉サービス受給者証

特別児童
扶養手当

受給者
　　　　 未支払手当の請求
（引き続き他の保護者が受給者とな
　る場合は新規申請）

請求者によって必要なものが異なり
ます。福祉課へご相談ください。

対象児童 資格喪失届 特別児童扶養手当証書

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

　の所有者

障害者手帳の返還
　　　身体障害者手帳
　　　療育手帳
　　　精神障害者保健福祉手帳

 自立支援医療受給者証
 (更生/育成/精神通院)

 の所有者
受給者証の返還

自立支援医療受給者証
（更生・育成・精神通院）

農業者年金の
加入者・受給者

最寄りの農協にお問い合わせください。

障害福祉

対象
(亡くなった方が)

内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

共済年金の
加入者・受給者

各共済組合にお問い合わせください。

企業年金の
加入者・受給者

各企業年金基金にお問い合わせください。

恩給の受給者 総務省恩給相談窓口(☎03-5273-1400)にお問い合わせください。

国民年金の
加入者・受給者

　未支給年金・遺族年金などの請求
（遺族年金の請求先は年金事務所で
す。市の窓口では、必要書類の案内
をします。)

窓口でご案内します。

国保年金
医療給付課
国保年金係
22-1790厚生年金の受給者

年金

対象
(亡くなった方が)

内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)



■ひとり親の方の各種相談や支援については、こども家庭課にご相談ください。

「未支払請求書」
・中学生までの児童のうち最年長の児童名義
　の口座が分かるもの
・児童の親権者または養育者の写真付き身分
   証明書（運転免許証など）

「新規認定請求書」
・児童の養育者の口座が分かるもの
・児童の養育者のマイナンバーが分かるもの
・児童の養育者の健康保険証（写）
・児童の養育者の写真付き身分証明書
　（運転免許証など）
※上記以外の書類が必要となる場合があります

１８歳の年度末
までの児童

お子さんが亡くなられた場
合、手当が減額となる場合
があります。

手続不要
（市から通知を送付します。）

18歳の年度末
までの児童の

父又は母

児
童
扶
養
手
当

18歳の年度末までの児童を
養育するひとり親または養
育者のうち、要件に該当す
る方に手当を支給します。

※各種年金が優先となりま
すので、支給対象とならな
い場合があります。

該当する場合のみ手続きが必要です。まずはこ
ども家庭課へご相談ください。
（電話または来庁）

※手続窓口はこども家庭課(本庁舎西棟１階)の
みとなります。

義務教育在学中の児童の父や母
が亡くなった場合
30,000円

進級時（交通事故により父母が
亡くなった場合のみ）
10,000円

児童手当の
受給者

児
童
手
当

(

公
務
員
を
除
く

)

中学校卒業までの児童の父
または母に手当を支給しま
す。

受給者の方が亡くなった日
から15日以内に手続きが必
要です。

（遅れた場合、手当は遡っ
て支給されません。）

小･中学校
在学中の

児童の父母

遺
児
激
励
金

小・中学生の児童の父や母が亡
くなった場合、入学、卒業等の
際に激励金を支給します。

「遺児激励金支給申請書」
※児童の在学する学校長の証明が必要です。
※様式及び記入例は、こども家庭課にありま
す。

 ■ 対象の方は、申請書の提出をお願いします。

こども家庭課
子育て支援係
24-8006

受給資格証の返還 こども医療費受給資格者証

ひとり親家庭等医療費
の助成を受けている方

受給資格証の返還 ひとり親家庭等医療費受給資格証

１８歳未満（※）の子
を扶養している父母
※高等学校等に在学中
の場合、２０歳未満

ひとり親家庭等医療費の新規申請
（要件に該当する場合）
※世帯状況により必要書類が異な
ります。

窓口でご案内します。

子ども

対象
（亡くなった方が）

内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

小中学校入学／中学校卒業
30,000円

医療費助成

対象
(亡くなった方が)

内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

心身障害者医療費の
助成を受けている方

受給資格証の返還 心身障害者医療費受給資格証

国保年金
医療給付課

医療費給付係
22-3958

こども医療費の
助成を受けている方



市税については『死亡届に伴う税関係手続きについて』をご参照ください。

手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

犬の飼い主 飼い主の変更 特になし
生活環境課
22-1899

上水道・下水道の
使用者

使用者の変更・閉栓等の手続き 窓口・電話でご案内します。
上水道業務課
22-1325

対象
(亡くなった方が)

内容

火葬補助金

対象 内容 手続きに必要なもの
担当課・係

(市外局番0869)

市外の火葬場を
使用した場合

火葬場使用料のうち20,000円を超え
る（死胎の場合は7,000円を超える）

額が補助金として支給されます。

※補助金額は一件につき15,000円
が上限です。

火葬場使用料の領収書

※亡くなられた方の氏名等が
記載されていない場合は、

火葬場利用許可証等が必要です。

生活環境課
22-1899

その他



税目 内容 手続き 問い合わせ先

市県民税
（住民税）

お亡くなりになられた方が
市県民税納税義務者の場
合

お亡くなりになった後に納めていただく市県
民税がある場合は、相続人にお納めいた
だくことになります。 市民税係

廃車または所有者変更等の手続きが必要
になります。 0869-22-1114

対象車両：原動機付自転車（125cc以下）・
農耕作業車（トラクターなど）等

国民健康

保険税

相続人が納税義務を引き継ぐことになりま
す。「納税代表者指定届」を提出してくださ
い。

資産税係

0869-22-1181

※この届は、実際の登記名義人の変更を
行うものではありません。登記名義人を変
更する場合は、法務局での相続手続きが
必要です。

R5.4.1

軽自動車税

お亡くなりになられた方が
「瀬戸内市」ナンバーの原
動機付自転車等をお持ち
の場合

お亡くなりになられた方が
世帯主で国民健康保険加
入者の場合

新たに世帯主になられる方が国民健康保
険税の納税義務者になります。新たな世帯
主様宛に再計算後の納税通知書を送付さ
せていただきます。

固定資産税

お亡くなりになられた方が
固定資産税納税義務者・
納税代表者・納税管理人
の場合

※詳しくは税務課窓口でお尋ねください。

死亡届に伴う税関係手続きについて

市民部税務課

市役所での手続きについて、以下のとおりご案内します。
①  手続きを行う方は、続柄を証明するもの（戸籍謄本等）・本人確認書類（免許証等）
をお持ちください。
②   相続人以外の方が手続きされる場合、委任状が必要となります。
③  お亡くなりになられた方が、口座振替を利用されていた場合、引き落としができなく
なる場合があります。引き続き口座振替を希望される場合は、新たな名義人様ごとに口座
振替依頼書の提出が必要となります。引き落としを希望される口座の、通帳・通帳印をお


